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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品の製造ラインに配置され、前記製造ラインの複数の工程における前記製品を表す画
像を表示しながら前記製品の不具合情報が入力される入力装置と、
　前記入力装置に入力された前記不具合情報を解析する解析装置と、
　前記製造ラインに配置され、前記解析装置による解析結果を前記製造ラインの複数の工
程における前記製品を表す画像と共に表示する表示装置と、
　を備えたことを特徴とする不具合情報の処理システム。
【請求項２】
　前記画像は、前記製造ラインにおいて使用される作業手順書であることを特徴とする請
求項１記載の不具合情報の処理システム。
【請求項３】
　前記製品は複数の部品からなり、
　前記入力装置は、１つの前記部品が指定されると、前記１つの部品に対応した不具合の
リストを表示し、前記リストから前記不具合の種類が選択可能となることを特徴とする請
求項１または２に記載の不具合情報の処理システム。
【請求項４】
　製品の製造ラインに配置され、前記製造ラインの複数の工程における前記製品を表す画
像を表示しながら前記製品の不具合情報が入力されると共に、解析結果を表示する入力表
示装置と、
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　前記入力装置に入力された前記不具合情報を解析する解析装置と、
　を備えたことを特徴とする不具合情報の処理システム。
【請求項５】
　製品の製造ラインに配置された入力装置に、前記製造ラインの複数の工程における前記
製品を表す画像を表示しながら前記製品の不具合情報が入力される工程と、
　前記不具合情報を解析する工程と、
　前記製造ラインに配置された表示装置に前記解析の結果を前記製造ラインの複数の工程
における前記製品を表す画像と共に表示する工程と、
　を備えたことを特徴とする不具合情報の処理方法。
【請求項６】
　前記画像は、前記製造ラインにおいて使用される作業手順書とすることを特徴とする請
求項５記載の不具合情報の処理方法。
【請求項７】
　前記製品は複数の部品からなり、
　前記不具合情報が入力される工程は、
　　１つの前記部品が指定されることにより、前記指定された１つの部品に対応する不具
合のリストを前記入力装置に表示する工程と、
　　前記リストから前記不具合の種類が選択されることにより、前記不具合の種類の情報
が入力される工程と、
　を有することを特徴とする請求項５または６に記載の不具合情報の処理方法。
【請求項８】
　製品の製造ラインに配置された入力表示装置に、前記製造ラインの複数の工程における
前記製品を表す画像を表示しながら前記製品の不具合情報が入力される工程と、
　前記不具合情報を解析する工程と、
　前記入力表示装置に前記解析の結果を前記製造ラインの複数の工程における前記製品を
表す画像と共に表示する工程と、
　を備えたことを特徴とする不具合情報の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、不具合情報の処理システム及び不具合情報の処理方法に関し、特に、製造ラ
インにおける製品の不具合情報の処理システム及び不具合情報の処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、工業製品の製造ラインにおいては、製品の不具合情報をデータベースに蓄積
し、不具合の原因の解析等に利用する技術が提案されている（例えば、特許文献１参照。
）。しかしながら、特許文献１に記載された技術では、製品の不具合情報は製造ラインか
らスタッフ部門に流れるのみで、製造ラインの作業者には速やかにフィードバックされな
いという問題がある。
【０００３】
　一方、製造ライン、特に、作業者の手作業によって製品を組み立てる組立ラインにおい
ては、作業者自身が前工程において行われた作業の不具合を発見することが多い。この場
合、作業者は、自分が発見した不具合を記録するが、この記録は、通常、用紙に記入する
ことによって行われる。このため、このような情報は電子化されておらず、また、定式化
されておらず内容的にも不十分であることが多いため、データベースへの蓄積や解析の対
象とすることが困難である。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２１６２２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　本発明の目的は、製造ラインにおける製品の不具合情報を解析し、解析結果を作業者に
速やかに伝達することができる不具合情報の処理システム及び不具合情報の処理方法を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様によれば、製品の製造ラインに配置され、前記製造ラインの複数の工程
における前記製品を表す画像を表示しながら前記製品の不具合情報が入力されると共に、
解析結果を表示する入力表示装置と、前記入力装置に入力された前記不具合情報を解析す
る解析装置と、を備えたことを特徴とする不具合情報の処理システムが提供される。
【０００７】
　本発明の他の一態様によれば、製品の製造ラインに配置され、前記製造ラインの複数の
工程における前記製品を表す画像を表示しながら前記製品の不具合情報が入力される入力
装置と、前記入力装置に入力された前記不具合情報を解析する解析装置と、前記製造ライ
ンに配置され、前記解析装置による解析結果を前記製造ラインの複数の工程における前記
製品を表す画像と共に表示する表示装置と、を備えたことを特徴とする不具合情報の処理
システムが提供される。
【０００８】
　本発明の更に他の一態様によれば、製品の製造ラインに配置された入力表示装置に、前
記製造ラインの複数の工程における前記製品を表す画像を表示しながら前記製品の不具合
情報が入力される工程と、前記不具合情報を解析する工程と、前記入力表示装置に前記解
析の結果を前記製造ラインの複数の工程における前記製品を表す画像と共に表示する工程
と、を備えたことを特徴とする不具合情報の処理方法が提供される。
【０００９】
　本発明の更に他の一態様によれば、製品の製造ラインに配置された入力装置に、前記製
造ラインの複数の工程における前記製品を表す画像を表示しながら前記製品の不具合情報
が入力される工程と、前記不具合情報を解析する工程と、前記製造ラインに配置された表
示装置に前記解析の結果を前記製造ラインの複数の工程における前記製品を表す画像と共
に表示する工程と、を備えたことを特徴とする不具合情報の処理方法が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、製造ラインにおける製品の不具合情報を解析し、解析結果を作業者に
速やかに伝達することができる不具合情報の処理システム及び不具合情報の処理方法を実
現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。
　先ず、本発明の第１の実施形態について説明する。
　図１は、本実施形態に係る不具合情報の処理システムを例示するブロック図であり、
　図２は、図１に示す入力表示装置を例示する斜視図である。
　図１に示すように、本実施形態に係る不具合情報の処理システム１は、製品の製造ライ
ン１００に付随して設けられている。
【００１２】
　製造ライン１００は、複数の作業者Ｍの手作業によって製品Ｐを製造するラインであり
、例えば、パーソナルコンピュータの組立ラインである。製造ライン１００においては、
複数の工程が設けられており、例えば図１には、工程１０１ａ及び１０１ｂが示されてい
る。また、製造ライン１００には、各工程を貫くように搬送手段１０２が設置されている
。搬送手段１０２は製造途中の製品Ｐを上工程から下工程へ搬送するものである。なお、
搬送手段１０２は、製品Ｐと共に、この製品Ｐの組み立てに使用する部品、例えば、ネジ
等を収納したトレイＴも搬送する。製品ＰとトレイＴとは１対１で対応しており、トレイ
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Ｔにはネジ（図示せず）を収納するための凹部Ｔｉｎが複数個、例えばマトリクス状に形
成されており、各凹部Ｔｉｎには各種類のネジがそれぞれ必要な個数だけ収納されている
。そして、製品Ｐの組み立てに際しては、トレイＴに収納された全てのネジが過不足なく
使用される。
【００１３】
　そして、不具合情報の処理システム１においては、製造ライン１００に沿って、複数台
の入力表示装置２が設けられている。入力表示装置２は作業者Ｍごとに配置されており、
作業者Ｍによって製品Ｐに関する不具合情報が入力される。なお、入力表示装置２は、作
業者Ｍごとではなく、複数の作業者Ｍごとに配置されていてもよい。また、処理システム
１には解析装置３が設けられており、全ての入力表示装置２に接続されている。解析装置
３は、入力表示装置２によって入力された製品Ｐの不具合情報を解析するものである。解
析装置３には、演算手段４及びデータベース５が設けられている。演算手段４は入力表示
装置２によって入力された不具合情報を解析し、データベース５は不具合情報及び演算手
段４による解析結果を記憶する。演算手段４は、例えばＣＰＵ（Central Processing Uni
t：中央処理装置）によって構成されており、データベース５は、例えばＨＤＤ（Hard Di
sk Drive：ハードディスクドライブ）により構成されている。
【００１４】
　図２に示すように、入力表示装置２は、例えば、タッチパネルディスプレイである。す
なわち、入力表示装置２には、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display：液晶表示装置）
等からなるディスプレイ１１と、ディスプレイ１１に重ねられた感圧式のタッチパネル１
２とが設けられている。タッチパネル１２はポインティングデバイスの一種である。また
、入力表示装置２には、バーコードリーダー１３も設けられている。そして、入力表示装
置２は、「入力モード」及び「表示モード」を実現する。入力モードにおいては、作業者
Ｍに対して、製品Ｐを表す画像を表示しながら、作業者Ｍに製品Ｐの不具合情報を入力さ
せる。一方、表示モードにおいては、解析装置３による解析結果を表示する。
【００１５】
　次に、本実施形態に係る処理システムの動作、すなわち、本実施形態に係る不具合情報
の処理方法について説明する。
　図３は、本実施形態に係る不具合情報の処理方法を例示するフローチャート図であり、
　図４は、図３に示す不具合情報の入力工程を詳細に例示するフローチャート図であり、
　図５は、入力表示装置において１つの部品を指定したときに表示される画像を例示する
画像図であり、
　図６は、入力表示装置において他の１つの部品を指定したときに表示される画像を例示
する画像図である。
【００１６】
　上述の如く、製造ライン１００は、製品Ｐとして例えばパーソナルコンピュータを組み
立てるラインである。製品Ｐには、この製品Ｐに関する情報を表すバーコードが、貼付さ
れることにより表示されている。製造ライン１００においては、搬送手段１０２が製品Ｐ
及びトレイＴを上工程から下工程へと搬送する。これにより、各工程１０１ａ及び１０１
ｂ等において、各作業者Ｍの手元に製品Ｐが順次搬送され、作業者Ｍがこの製品Ｐを組み
立てていく。このとき、ある作業者Ｍが、組み立て中の製品Ｐについて不具合を発見した
とする。例えば、ケーブルの接続部において、ケーブルが斜めに挿入されていたとする。
この場合、作業者Ｍは、ケーブルを再接続することによって、この不具合の処置を行う。
その後、図３のステップＳ１に示すように、作業者Ｍは、入力表示装置２にこの不具合に
関する情報を入力する。以下、この入力方法について詳細に説明する。図４は、図３のス
テップＳ１の内容を詳細に示す図である。
【００１７】
　図４のステップＳ１１及び図２に示すように、作業者Ｍがタッチパネル１２を操作する
ことにより、入力表示装置２が「入力モード」となり、ディスプレイ１１に製品Ｐを表す
画像ＩＰを表示する。画像ＩＰは、例えば、製品Ｐの撮像画像でもあってもよく、ＣＡＤ
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（Computer Aided Design ：コンピュータ支援設計）データに基づいて作成された概略図
であってもよい。画像ＩＰには、複数の領域Ｒ１～Ｒ７が設定されている。各領域は製品
Ｐを構成する主な部品、例えば、ケーブルの接続部、ネジ孔、ＨＤＤ、ファン等のそれぞ
れに対応し、これらの部品のロケーションを表している。例えば、領域Ｒ１はケーブルの
接続部に対応している。
【００１８】
　次に、ステップＳ１２に示すように、作業者Ｍは、不具合が発見された部分のロケーシ
ョンを選択する。例えば、本例の場合は、作業者Ｍは、タッチパネル１２を操作すること
により、領域Ｒ１を選択する。これにより、入力表示装置２に領域Ｒ１のロケーション情
報が入力され、入力表示装置２は領域Ｒ１に対応する部品、すなわち、ケーブルの接続部
を指定する。また、画像ＩＰにおける領域Ｒ１を所定のルールに従って着色する。
【００１９】
　そして、ステップＳ１３及び図５に示すように、入力表示装置２は、ディスプレイ１１
に、指定された部品（ケーブルの接続部）についての入力項目を表示する。入力項目とは
、例えば、発生した不具合の種類である。この場合、入力表示装置２は、ケーブルの接続
部についての不具合のリストＬ１を画像ＩＰと共に表示する。このリストＬ１には、例え
ば、「斜め挿入」、「挿入不完全」、「コネクタ未固定」、「未挿入」、「ケーブル挟み
」、「接続正常」が項目として表示される。
【００２０】
　「斜め挿入」とは、ケーブルのコネクタが斜めに挿入されていた場合であり、「挿入不
完全」とは、コネクタが途中までしか挿入されていない場合であり、「コネクタ未固定」
とは、コネクタが挿入されてはいるがロックされていない場合であり、「未挿入」とは、
そもそもコネクタが挿入されていない場合であり、「ケーブル挟み」とは、接続部にケー
ブルが挟まっている場合である。また、「接続正常」とは、接続自体は正常であり、他の
要因により不具合となった場合である。そして、作業者Ｍは、タッチパネル１２を操作し
て、これらの項目のうちの１つ、例えば「斜め挿入」を選択する。これにより、入力項目
が選択される。なお、リストＬ１にはステップＳ１２において指定された部品に対応した
不具合の種類が列挙されるため、表示される入力項目は、指定された部品によって異なる
。
【００２１】
　また、これに続けて入力表示装置２は、ディスプレイ１１に、他の入力項目を選択する
ための画面（図示せず）を表示する。これにより、作業者Ｍは、タッチパネル１２を操作
して、項目を選択することにより、他の入力項目を入力する。他の入力項目とは例えば、
上記不具合に対して行った処置の内容、不具合を発見した時刻、ライン速度、もしわかれ
ば不具合が発生した時刻等である。このように、不具合が発生した部品についてのロケー
ションの選択（ステップＳ１２）及び入力項目の選択（ステップＳ１３）により、不具合
情報が入力される。
【００２２】
　次に、ステップＳ１４に示すように、作業者Ｍはバーコードリーダー１３を使用して、
製品Ｐに貼付されているバーコードを読み取る。これにより、入力表示装置２に、製品Ｐ
の情報、例えば、製品の種類、シリアルＩＤ及び型番ＩＤ等が入力される。
【００２３】
　そして、ステップＳ１５に示すように、入力表示装置２は、ステップＳ１２～Ｓ１４に
おいて入力された不具合情報及び製品情報に、作業者及び工程に関する付帯情報を加えて
、１組の情報セットを作成する。作業者Ｍに関する付帯情報とは、例えば、作業者のＩＤ
、熟練レベル、所属する作業グループ名等である。また、工程に関する付帯情報とは、例
えば、ライン名及び工程名等である。これらの付帯情報は、予め入力表示装置２内に記憶
されている。なお、付帯情報は過去の履歴からも選択可能としてもよい。
【００２４】
　そして、ステップＳ１６に示すように、この情報セットを、解析装置３に対して送信す
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る。解析装置３は、受信した情報をデータベース５に記憶させる。これにより、図３のス
テップＳ１に示す不具合情報の入力工程を終了する。
【００２５】
　次に、他の種類の不具合を例に挙げて、上述のステップＳ１の工程を説明する。例えば
、作業者Ｍは、製品Ｐのネジ孔について、ネジの締め忘れを発見したとする。この場合、
作業者Ｍは、このネジ孔に改めてネジを締め付けることにより、この不具合に対する処置
を施した後、この情報を入力表示装置２に対して入力する。すなわち、図４のステップＳ
１１に示すように、ディスプレイ１１に画像ＩＰを表示させる。このとき、締め忘れがあ
ったネジ孔のロケーションは、領域Ｒ２に対応するものとする。次に、ステップＳ１２に
示すように、作業者Ｍは、タッチパネル１２を操作して、領域Ｒ２を選択する。これによ
り、領域Ｒ２に対応するネジ孔が指定される。そして、ステップＳ１３に示すように、デ
ィスプレイ１１に、このネジ孔についての不具合のリストＬ２が表示される。
【００２６】
　図６に示すように、このリストＬ２には、例えば、「ネジ取りすぎ」、「ネジ不足」、
「締め忘れ」、「斜め締め」、「締め不十分」、「ネジ間違い」、「水平テストＮＧ」、
「ＰＣ内にネジ」といったネジに関する不具合の種類が列挙されている。なお、上述の「
ネジ取りすぎ」とは、例えば、トレイＴの凹部Ｔｉｎに必要なネジが収納されていなかっ
た場合である。これにより、より上流の工程において誤ってネジを取りすぎたことが推定
される。また、「ネジ不足」とは、逆にトレイＴの凹部Ｔｉｎに多すぎるネジが収納され
ていた場合である。これにより、より上流の工程でネジ止めされているべき部分がネジ止
めされておらず、製品内でネジが不足していることが推定される。更に、「締め忘れ」と
は、ネジ孔がネジ止めされていなかった場合であり、「斜め締め」とは、ネジが斜めに締
められている場合であり、「締め不十分」とは、ネジが緩すぎる場合であり、「ネジ間違
い」とは、間違った種類のネジが締められていた場合であり、「水平テストＮＧ」とは、
水平であるべき部位が水平になっていなかった場合であり、「ＰＣ内にネジ」とは、製品
Ｐであるパーソナルコンピュータ（ＰＣ）内にネジが落ちていた場合である。
【００２７】
　そして、作業者Ｍは、タッチパネル１２を操作して、これらの項目のうち、「締め忘れ
」の項目を選択する。その後、上述のケーブル接続部の不具合の場合と同様に、作業者Ｍ
は他の入力項目を選択する。これにより、不具合情報が入力される。
【００２８】
　次に、ステップＳ１４に示すように、バーコードリーダー１３により製品情報を読み込
む。次に、ステップＳ１５に示すように、入力表示装置２は、入力された情報に作業者及
び工程に関する付帯情報を加えて１組の情報セットを作成する。次に、ステップＳ１６に
示すように、入力表示装置２がこの情報セットを解析装置３に対して送信する。解析装置
３は入力された情報をデータベース５に記憶させる。これにより、図３のステップＳ１に
示す工程が完了する。
【００２９】
　そして、図３のステップＳ２に進む。以下、このステップＳ２に示す工程について詳細
に説明する。この工程においては、解析装置３の演算手段４が、データベース５に記憶さ
れた不具合情報を含む情報セットについて、解析を行う。この解析は、例えば、不具合の
分布を可視化して、ある状況においてどのような不具合が発生しやすいかを知見し、改善
点を抽出するために行う。以下、解析結果の例をいくつか説明する。
【００３０】
　（分析結果例１）
　図７は、ある期間に発生した全ての不具合を種類別に分類した結果を例示する円グラフ
である。図７に示すように、発生した不具合を種類ごとに分類し、各種類の件数を円グラ
フにまとめることにより、どのような種類の不具合が発生しやすいかを可視化することが
できる。図７に示す例では、ネジに関する不具合が不具合全体の約半数を占めていること
がわかる。
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【００３１】
　（分析結果例２）
　図８は、トレイＴを表す画像に、ネジの不具合が発生した工程を表すドットを重ね合わ
せた図である。上述の如く、トレイＴの複数の凹部Ｔｉｎにはネジがその種類ごとに分類
されて収納されている。図８に示すように、ネジに関する不具合が発生する度に、画像中
の対応する領域、すなわち、トレイＴの画像におけるこのネジが収納される凹部Ｔｉｎに
相当する領域に、不具合の発生を表すドットを重ねて表示する。なお、図示は省略されて
いるが、各ドットは、不具合が発生した工程によって色分けされている。これにより、ど
のネジについてどの工程で不具合が発生しやすいかを可視化することができる。
【００３２】
　（分析結果例３）
　図９は、図８と同様な図であるが、製造開始後３時間以内に発生したネジに関する不具
合を示した図である。図９に示す例では、製造開始後３時間以内の時間帯においては、図
示の左上の凹部Ｔｉｎに収納されているネジについての不具合が集中的に発生しているこ
とがわかる。
【００３３】
　（分析結果例４）
　図１０（ａ）は、作業者を熟練レベルでグループ分けしたときに、不具合を発見した工
程（発見工程）における各グループの比率を例示する円グラフであり、（ｂ）は、不具合
が発生した工程（責任工程）における各グループの比率を例示する円グラフである。この
ように、不具合を発見した工程（発見工程）及び不具合が発生した工程（責任工程）につ
いて、熟練レベルの比率を示すことにより、作業者の熟練レベルと不具合の発生及び発見
との相関関係を可視化することができる。図１０（ａ）及び（ｂ）に示す例では、不具合
を発見した工程（発見工程）は熟練者の割合が高く、不具合が発生した工程（責任工程）
は初心者の割合が高いことがわかる。
【００３４】
　（分析結果例５）
　図１１（ａ）及び（ｂ）は、横軸に作業時間をとり、縦軸に不具合の発生件数をとって
、不具合の発生件数の推移を例示する棒グラフであり、（ａ）は昼間のシフトについて示
し、（ｂ）は夜間のシフトについて示す。このように、不具合の発生件数の経時変化をシ
フトごとに示すことにより、作業開始からの経過時間と不具合の発生頻度との関係を可視
化することができる。図１１（ａ）及び（ｂ）に示す例では、いずれのシフトについても
、不具合の発生頻度が高くなる時間的ピークがそれぞれ３つあることがわかる。なお、各
グラフの棒を、不具合の種類又は発生した工程によって色分けしてもよい。また、同様な
解析により、作業グループのシフト開始後の日数と不具合との関係を可視化することもで
きる。
【００３５】
　また、上述の各分析結果例に示された解析結果の相関関係を調べることもできる。これ
により、例えば、初心者は、ある種類の製品が続いた後に、他の種類の製品が流れてくる
と、ある部分のネジを締め忘れることが多く、このミスは、作業開始後３時間後に最も発
生しやすいとか、夜勤のシフト開始後３日目の作業開始後２時間後に、ケアレスミスが最
も多くなるといった現象を発見することも可能である。
【００３６】
　次に、図３のステップＳ３に示すように、各入力表示装置２が「表示モード」となり、
解析装置３が、不具合情報の解析結果を各入力表示装置２に表示させる。このとき、複数
の入力表示装置２のそれぞれが、そのとき発生頻度が高い不具合の種類を表示する。すな
わち、解析装置３は、上述のステップＳ２における解析結果に基づいて、ある工程のある
状況において発生頻度が高い不具合を割り出し、それを対応する入力表示装置２に表示さ
せる。
【００３７】
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　より詳細に言えば、ある入力表示装置２は、ある工程のある位置に固定的に配置されて
いるため、その工程において、その時刻に最も発生しやすい不具合又は最も発見されやす
い不具合を表示して、作業者の注意を喚起する。例えば、作業開始後一定の時刻が経過し
たときに、特定の不具合が発生しやすくなる場合は、そのタイミングでその旨を表示する
。また、特定の製品について特定の不具合が発生しやすい場合は、その製品がその工程に
流れてきたときに、その旨を表示する。
【００３８】
　また、ある時刻にある入力表示装置２が設置された位置で作業する作業者は予めわかっ
ているため、その作業者の熟練レベルを考慮した上で、表示内容を決定してもよい。更に
、その作業者個人の過去の作業実績が十分に解析されている場合には、その作業者の不得
意作業及び癖などを考慮した上で、表示内容を決定してもよい。すなわち、解析装置３は
、各入力表示装置２に、そのとき、すなわち、その工程、その時刻、その製品及びその作
業者等について、発生頻度が高い不具合の種類を表示させてもよい。これにより、作業者
をきめ細かくサポートし、不具合の発生を低減させることができる。
【００３９】
　なお、この表示は、文字による表示だけでなく、製品Ｐの画像ＩＰに重ね合わせて表示
してもよい。これにより、作業者に、注意すべき部分を直感的に素早く把握させることが
できる。また、不具合が集中している部品の情報を、データマイニング手法（決定木）に
より自動抽出して、参考情報として表示してもよい。
【００４０】
　そして、このような表示内容は、ステップＳ２において行われた解析結果に基づいて、
解析装置３が自動的に決定する。これにより、一々スタッフ部門を介在させることなく、
不具合情報を製造ラインに迅速にフィードバックすることができる。その一方で、データ
ベース５に蓄積された不具合情報及び解析結果は、スタッフ部門からも読み出すことがで
きる。これにより、不具合の発生に関するより高度な解析が可能となり、作業の改善点を
抽出したり、より根本的な原因の解明を行ったりすることをサポートできる。
【００４１】
　次に、本実施形態の効果について説明する。
　本実施形態においては、図３のステップＳ１に示す工程において、作業者は、入力表示
装置２に製品Ｐの画像ＩＰを表示させながら、不具合情報を入力する。これにより、作業
者は、直感的且つ簡便に不具合情報を入力することができる。この結果、現場の作業者が
作業の合間に不具合情報を入力する場合でも、作業者にかける負担が少ない。
【００４２】
　また、本実施形態においては、作業者がタッチパネル１２を操作して画像ＩＰ内の特定
の領域を選択することにより、不具合があった部品を指定することができる。このため、
部品の指定が容易である。また、部品が指定されると、ディスプレイ１１にその部品に関
する入力項目が表示され、作業者がこの入力項目を選択することにより、不具合の種類等
を入力することができる。これにより、より詳細な不具合情報を効率的に入力することが
できる。
【００４３】
　更に、本実施形態においては、製品に貼付されたバーコードをバーコードリーダーによ
って読み込むことにより、製品の情報を入力している。このため、製品固有の情報を確実
且つ簡便に入力することができる。なお、バーコードは必ずしも製品に貼付されている必
要はなく、製品との対応がわかるように表示されていればよい。
【００４４】
　更にまた、本実施形態においては、各入力表示装置２に工程及び作業者に関する付帯情
報が予め記憶されており、各入力表示装置２は、入力された情報にこれらの付帯情報を加
えて１組の情報セットを作成し、これを解析装置３に対して出力するため、より詳細で解
析がしやすい情報を収集することができる。
【００４５】
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　更にまた、本実施形態においては、不具合情報を含む情報セットは電子データとして定
型的なフォーマットで入力されるため、解析及び蓄積が容易である。これにより、解析装
置３が、どのような部品又は配置の場合に不具合が発生しやすいか、どのような作業状態
の場合に不具合が発生しやすいか、どのような作業者レベルの場合に不具合が発生しやす
いか、等を解析し、改善点を抽出することができる。
【００４６】
　更にまた、本実施形態においては、その解析結果を各入力表示装置２に表示させること
により、不具合情報を作業者に的確にフィードバックすることができる。これにより、作
業者の注意を喚起し、不具合の発生を低減させることができる。このとき、表示内容は入
力表示装置２ごとに選択できるため、工程及び作業者に応じたきめ細かいサポートが可能
である。また、この表示を製品の画像に重ね合わせて表示することにより、作業者に、表
示内容を視覚的且つ直感的に認識させることができる。更に、この不具合情報の解析及び
表示は、解析装置３が自動的に行うため、人手を介することなく、最新の情報を迅速且つ
確実に作業者にフィードバックすることができる。
【００４７】
　このように、本実施形態によれば、製造ラインにおける製品の不具合情報の処理システ
ム及び方法であって、製造ラインにおける製品の不具合情報を解析し、解析結果を作業者
に速やかに伝達することができる不具合情報の処理システム及び不具合情報の処理方法を
実現することができる。
【００４８】
　なお、本実施形態においては、不具合の内容がケーブルの接続不良又はネジの不良であ
る例を示したが、不具合の内容はこれに限定されず、例えば、ＨＤＤ及びファン等の部品
の接続不良、製品内への異物の混入、アプリケーションの不具合等も発生し得る。この場
合、例えば、部品の接続不良に対する処置は部品の再接続であり、製品内への異物の混入
に対する処置は異物の除去又は清掃であり、アプリケーションの不具合に対する処置は再
インストールである。また、情報処理の対象とする製造ラインはパーソナルコンピュータ
の組立ラインには限定されず、作業者が介在する製造ラインであれば、どのような製造ラ
インであっても適用可能である。
【００４９】
　また、本実施形態においては、入力表示装置２に、ポインティングデバイスとしてタッ
チパネルを設ける例を示したが、ポインティングデバイスはこれに限定されず、例えば、
タッチパッド、トラックボール又はマウス等を設けてもよい。この場合には、これらのポ
インティングデバイスによって画像上でカーソルを移動させ、選択しようとする領域内に
位置させた上で、クリックすることにより、その領域を選択してもよい。更に、入力表示
装置２にはキーボードを設けてもよい。これにより、不具合情報の入力に際して、キーボ
ードを補助的に使うことができる。例えば、表示された入力項目のリスト（図５参照）に
適当な項目がないときは、キーボードを用いて新たな項目を追加登録してもよい。この場
合、入力表示装置２として、例えば、ディスプレイ、タッチパッド及びキーボードが一体
的に設けられたノート型パーソナルコンピュータを使用してもよい。
【００５０】
　更にまた、不具合が発見された部品に対応する領域が画像ＩＰ内に予め設定されていな
い場合でも、作業者Ｍがタッチパネル等のポインティングデバイスを操作して、画像ＩＰ

におけるその部品に対応する位置を選択し、その位置の座標を入力表示装置２に対して入
力することにより、新たな部品を追加登録できるようにしてもよい。この場合、キーボー
ド等を用いてコメントを併せて入力することができれば、より有用である。
【００５１】
　更にまた、不具合情報の項目は上述の項目には限定されない。特に、バーコードにより
入力する情報及び入力表示装置２又は解析装置３に予め記憶させておく情報は、入力に際
して作業者の負荷を増大させることがないため、必要に応じて増やすことができる。例え
ば、製品に関する情報として、部品のメーカー、ロット及びベンダ（販売代理店）、並び
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に、部品の種類、方向及び配置等を入力してもよい。また、他の入力表示装置２が持つ情
報と一意に対応させるキーとなる情報を入力させることにより、対応に応じた分析ができ
るようにしてもよい。また、作業者に関する情報として、作業日数、教育履歴、利き腕及
び身長等を入力してもよい。更に、作業の内容に関する情報として、作業の順序及び作業
に使用した治具等を入力してもよい。更にまた、作業環境に関する情報として、気温、湿
度、その日の生産量、残業時間及び曜日等を入力してもよい。
【００５２】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　図１２は、本実施形態に係る不具合情報の処理システムにおいて、入力表示装置に表示
される画像を例示する画像図である。
　図１及び図１２に示すように、本実施形態においては、入力表示装置２が入力モードの
ときに表示する画像ＩＰは、組立途中の製品Ｐの撮像画像である。入力表示装置２は、複
数枚の撮像画像を表示する。これらの撮像画像は、製品Ｐの全ての部品が撮影されるよう
に、製品Ｐを相互に異なる複数の方向から撮影することにより取得されたものである。ま
た、撮像画像は製品Ｐの種類毎及び組立工程毎に用意されており、データベース５に記憶
されている。
【００５３】
　また、画像ＩＰに設定された複数の領域Ｒ１～Ｒ４は、撮像画像における製品Ｐの部品
に相当する領域である。例えば、領域Ｒ１はＨＤＤに対応している。これらの領域は、例
えば、撮像画像における各部品に相当する領域の外縁をポインティングデバイスを用いて
フリーハンドでなぞることにより予め設定されたものである。そして、前述の第１の実施
形態と同様に、各領域は、それに対応する各部品の情報と紐付けされている。すなわち、
作業者がタッチパネル１２を用いてある領域を選択すると、この領域に相当する部品が指
定され、入力表示装置２に入力される。入力表示装置２は、この指定された部品に関する
入力項目を表示する。
【００５４】
　更に、本実施形態においては、解析装置３が不具合情報の解析結果を入力表示装置２に
表示させる際に、撮像画像の各領域を着色する。例えば、製品Ｐの部品のうち、不具合が
発生する確率が最も高い部品に相当する領域を、赤く着色する。また、不具合が発生する
確率が次いで高い部品に相当する領域を、黄色に着色する。このとき、同じ製品Ｐを表す
複数枚の撮像画像のうち、全ての撮像画像について、同じ着色を行う。なお、着色する色
彩は赤色及び黄色には限定されない。また、各色に着色する領域は、それぞれ１つには限
定されない。本実施形態における上記以外の構成は、前述の第１の実施形態と同様である
。
【００５５】
　次に、本実施形態に係る処理システムの動作、すなわち、本実施形態に係る不具合情報
の処理方法について説明する。
　先ず、作業者Ｍが、搬送手段１０２によって自分の前に搬送されてきた製品Ｐの種類を
認識し、入力表示装置２に入力する。なお、この入力は、前述の第１の実施形態と同様に
、バーコードリーダー１３によって行ってもよい。これにより、この工程における製品Ｐ
を表す複数枚の撮像画像が、入力表示装置２に表示される。
【００５６】
　次に、作業者Ｍは製品Ｐの組み立てを開始する。このとき、作業者Ｍが、製品Ｐのある
部品に関して不具合を発見したとする。この場合、作業者Ｍは、入力表示装置２に表示さ
れている複数枚の撮像画像の中から、不具合が発生した部品が明瞭に現われている画像を
選び、タッチパネルを用いてその部品に相当する領域を選択する。これにより、入力表示
装置２は、指定された部品についての不具合のリストを表示する。そして、作業者Ｍは、
リストから該当する項目を選択していくことにより、不具合に関する情報を入力する。こ
の入力方法は、前述の第１の実施形態と同様である。
【００５７】
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　そして、解析装置３は、各入力表示装置２から入力された不具合情報を解析し、その解
析結果を、この不具合が発生したと思われる工程に配置された入力表示装置２に表示させ
る。このとき、入力表示装置２は、製品Ｐの撮像画像を表示し、撮像画像における所定の
領域を着色することにより、不具合情報を表示する。例えば、上述の如く、製品Ｐの部品
のうち、不具合が発生する確率が最も高い部品に相当する領域を赤く着色し、次いで確率
が高い部品に相当する領域を黄色に着色する。このとき、同じ製品Ｐを表す複数枚の撮像
画像のうち、全ての撮像画像について、同じ着色を行う。これにより、不具合情報の入力
に使用された撮像画像に拘わらず、全ての撮像画像において同じ解析結果が表示される。
すなわち、不具合を発見した工程において作業者が入力に使用した撮像画像と、不具合を
発生させた工程において作業者が参照する撮像画像とが異なっている場合でも、常に同じ
結果が表示される。本実施形態における上記以外の動作は、前述の第１の実施形態と同様
である。
【００５８】
　次に、本実施形態の効果について説明する。
　本実施形態によれば、入力モードのときに入力表示装置２に表示される画像ＩＰが製品
Ｐの撮像画像であるため、組立中の実物の製品Ｐと入力表示装置２に表示される画像ＩＰ

とを対応させることが容易である。また、撮像画像におけるこれらの部品に相当する領域
を、作業者が選択する領域Ｒ１～Ｒ４として設定しているため、不具合が発生した部品と
領域Ｒ１～Ｒ４とを対応させることも容易である。これにより、領域の選択を直感的且つ
容易に行うことができる。
【００５９】
　また、本実施形態によれば、表示モードのときにも撮像画像を表示し、不具合が発生す
る確率が高い部品等、作業者に注意を喚起するべき部品を、撮像画像におけるこの部品に
相当する領域を着色することによって示している。これにより、作業者は、注意すべき部
品を素早く直感的に認識することができる。本実施形態における上記以外の効果は、前述
の第１の実施形態と同様である。
【００６０】
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
　図１３は、本実施形態に係る不具合情報の処理システムにおいて、入力表示装置に表示
される画像を例示する画像図である。
　図１及び図１３に示すように、本実施形態においては、前述の第２の実施形態と同様に
、入力表示装置２は製品Ｐの複数枚の撮像画像を表示する。これらの撮像画像は、製品Ｐ
の全ての部品が撮影されるように、製品Ｐを相互に異なる複数の方向から撮影することに
より取得されたものである。但し、前述の第１及び第２の実施形態とは異なり、撮像画像
には各部品に対応する領域は設定されていない。
【００６１】
　本実施形態においては、不具合を発見した作業者は、タッチパネル１２又はマウス（図
示せず）等のポインティングデバイスを用いて、撮像画像における不具合が発生した部分
に相当する座標を選択する。そして、不具合が発生したと推定される工程に配置された入
力表示装置２は、解析結果として、選択された座標にドットＤを付して撮像画像を表示す
る。ドットには、例えば、赤く着色された円を使用する。これにより、不具合が多発して
いる部分には、多数のドットが付されることになる。
【００６２】
　本実施形態によれば、作業者は、ドットの密度により不具合が発生しやすい部分を直感
的に把握することができる。また、不具合が発生している位置を、部品単位で設定された
領域ではなく、撮像画像上の座標として入力することにより、より精密に特定することが
可能となる。すなわち、前述の第１及び第２の実施形態においては、部品毎に領域を設定
することにより、部品毎に不具合情報が入力され、解析し、表示したが、本実施形態によ
れば、ある部品のどの部分において不具合が発生しやすいのかを表示することができる。
なお、前述の第１及び第２の実施形態においては、部品に対応した領域毎に不具合情報が
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入力されるため、本実施形態と比較して、部品単位の集計が容易である。本実施形態にお
ける上記以外の構成、動作及び効果は、前述の第２の実施形態と同様である。
【００６３】
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。
　図１４は、本実施形態に係る不具合情報の処理システムを例示するブロック図であり、
　図１５は、本実施形態において使用される作業手順書を例示する図である。
【００６４】
　図１４に示すように、本実施形態に係る不具合情報の処理システム６は、製品の製造ラ
イン１１０に付随して設けられている。製造ライン１１０においては、製造ライン１００
（図１参照）の構成に加えて、各工程１０１ａ及び１０１ｂに、製品修理者ＭＲが配置さ
れている。製品修理者ＭＲは、搬送手段１０２から離れた位置で、各工程において発見さ
れた製品Ｐの不具合を修理する者であり、作業者Ｍよりも高度なスキルを持ち、製品Ｐの
組立工程全体の概要を把握している。
【００６５】
　そして、図１５に示すように、処理システム６においては、データベース５に製造ライ
ン１１０において使用される製品Ｐの組立に関する作業手順書Ａが記憶されている。作業
手順書Ａは電子化された書類であり、複数のページから構成されており、製品Ｐ、例えば
、パーソナルコンピュータの組立作業の手順が工程順に記載されている。作業手順書Ａは
、製造ライン１１０の作業者Ｍが製品Ｐを組み立てる際に参照するマニュアルであり、製
品Ｐの種類ごとに作成されている。
【００６６】
　また、処理システム６においては、前述の第１の実施形態と比較して、入力表示装置２
（図１参照）の機能が、入力装置７と表示装置８とに分かれて実現されている点が異なっ
ている。すなわち、入力装置７には不具合情報が入力され、表示装置８は不具合情報の解
析結果を表示する。
【００６７】
　入力装置７は製品修理者ＭＲの席にのみ設けられている。入力装置７は、前述の第２の
実施形態と同様に、製品Ｐを表す画像として、製品Ｐの複数枚の撮像画像を表示可能であ
る。また、入力装置７は、製品Ｐを表す画像として、製品Ｐの作業手順書Ａも表示可能で
ある。入力装置７には、ディスプレイ１１（図２参照）の他に、タッチパネル１２（図２
参照）及びバーコードリーダー１３（図２参照）等の入力手段が設けられており、不具合
情報の入力が可能である。
【００６８】
　一方、作業者Ｍの席には表示装置８が設けられている。表示装置８においては、ディス
プレイ１１（図２参照）は設けられているがタッチパネル１２（図２参照）及びバーコー
ドリーダー１３（図２参照）は設けられていない。表示装置８は、作業手順書Ａ及び解析
装置３による不具合情報の解析結果を表示するが、不具合情報は入力されない。
【００６９】
　演算手段４は、データベース５から作業手順書Ａを読み出して、入力装置７及び表示装
置８に対して出力する。これにより、入力装置７は、製品修理者ＭＲの操作により、作業
手順書Ａの任意のページを表示する。また、表示装置８は、作業者Ｍの操作により又は自
動的に、作業手順書Ａの該当ページ、すなわち、その工程における作業内容が記載されて
いるページを表示する。本実施形態の上記以外の構成は、前述の第１の実施形態と同様で
ある。
【００７０】
　次に、本実施形態に係る処理システムの動作、すなわち、本実施形態に係る不具合情報
の処理方法について説明する。
　図１６は、作業手順書を表示して不具合情報を入力する際の入力装置を例示する正面図
であり、
　図１７は、作業手順書と共に不具合情報の解析結果を表示する表示装置を例示する正面
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図である。
【００７１】
　先ず、搬送手段１０２が、各工程の作業者Ｍの前に、組立途中の製品Ｐを搬送する。こ
のとき、表示装置８には、作業手順書Ａにおける該当ページが表示される。作業者Ｍは、
表示装置８に表示された作業手順書の該当ページを参照して、製品Ｐを組み立てる。
【００７２】
　そして、作業者Ｍが組立途中の製品Ｐについて不具合を発見した場合には、この製品Ｐ
（以下、「不具合製品」という）を製品修理者ＭＲに引き渡す。製品修理者ＭＲは、この
不具合製品Ｐの不具合を修理した後、入力装置７に対して、この不具合の不具合情報を入
力する。以下、この不具合情報の入力方法について説明する。
【００７３】
　先ず、製品修理者ＭＲが引き渡された不具合製品Ｐの種類を認識し、入力装置７に入力
する。この入力は手入力又はバーコードリーダー１３によって行う。これにより、入力装
置７において、この工程における不具合製品Ｐの状態を表す複数枚の撮像画像及び不具合
製品Ｐの作業手順書Ａが表示可能となる。
【００７４】
　次に、製品修理者ＭＲは、入力装置７に不具合製品Ｐの撮像画像を表示させる。そして
、不具合が発生した部品が明瞭に表示されている撮像画像を選択し、この部品に相当する
領域を選択する。これにより、入力装置７は不具合が発生した部品を指定し、この部品に
関する情報を表示する。
【００７５】
　このとき表示される情報には、この不具合製品Ｐのモデル及びこの部品の名称等の他に
、この部品に関する入力項目、例えば不具合のリストが含まれる。そして、製品修理者Ｍ
Ｒがこのリストから該当する項目を選択することにより、不具合の種類を入力する。同様
にして、他の入力項目、例えば、この不具合に対して行った処置の内容、不具合を発見し
た時刻、ライン速度、不具合が発生した推定時刻等を入力する。
【００７６】
　また、この情報には、この部品が組み立てられた工程、及び、この部品の組立作業が記
載された作業手順書の番号及びページ数等が表示される。そして、図１６に示すように、
製品修理者ＭＲは、入力装置７を操作して、作業手順書Ａにおける原因工程に相当するペ
ージを読み出し、該当部分の座標をタッチパネル１２又はマウス（図示せず）等のポイン
ティングデバイスにより選択する。これにより、この座標が入力装置７に入力されると共
に、画面上においてこの座標にドットＤが付される。このようにして、不具合が発生した
工程（原因工程）及び部分が、作業手順書Ａと関連付けられて、入力装置７に入力される
。
【００７７】
　そして、前述の第１の実施形態と同様に、入力装置７は、このようにして入力された不
具合情報に、製品情報、例えば、製品の種類、シリアルＩＤ及び型番ＩＤ等を加え、更に
、作業者及び工程に関する付帯情報を加えて、１組の情報セットを作成する。そして、こ
の情報セットを解析装置３に対して出力する。なお、情報セットを送信する代わりに、入
力装置７を解析装置３に接続し、不具合情報をデータベース５に直接書き込んでもよい。
【００７８】
　解析装置３のデータベース５には、このようにして入力された情報が蓄積される。演算
手段４は、この情報を解析して、不具合が発生しやすい傾向を抽出する。例えば、作業手
順書Ａに複数のドットＤを重ね合わせた画像を、解析結果として取得する。
【００７９】
　そして、解析装置３は、この解析結果を表示装置８が行う表示に反映させる。すなわち
、図１７に示すように、表示装置８が作業手順書Ａの該当ページを表示するときに、過去
に発生した不具合をドットＤとして表示する。これにより、作業者Ｍは、作業手順書Ａを
参照する際に、不具合の発生率が高い作業を視覚的に把握することができる。すなわち、
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作業者Ｍは、ドットＤが集中している部分は不具合が発生しやすい部分であると認識し、
より一層注意して作業することができる。
【００８０】
　また、スタッフ部門からもデータベース５にアクセスして、この解析結果を参照するこ
とができる。スタッフ部門においても、作業者Ｍと同様に、作業手順書ＡにドットＤを重
ね合わせた画像を取得することにより、不具合の発生率が高い作業を視覚的に把握するこ
とができる。そして、作業手順書ＡにおいてドットＤが集中している部分は、本来無理な
作業内容であるか、作業手順書が適切に記載されていない可能性が高いと判断し、作業内
容又は作業手順書の記載を再検討することができる。本実施形態における上記以外の動作
は、前述の第１の実施形態と同様である。
【００８１】
　次に、本実施形態の効果について説明する。
　本実施形態においては、製造ライン１１０の各工程に表示装置８が設けられており、表
示装置８は、製品Ｐについての作業手順書Ａ及び不具合情報の解析結果を表示する。例え
ば、過去に不具合の原因となった作業に対応する部分にドットＤを付して、作業手順書Ａ
を表示する。これにより、作業者Ｍは、不具合の発生率が高い作業及び部分を、視覚的に
把握することができる。この結果、今行っている作業について、どの部分でどの程度不具
合が発生しやすいかを意識しながら、製品Ｐを組み立てることができる。これにより、不
具合の発生を低減することができる。
【００８２】
　また、作業手順書と不具合情報の解析結果とを関連付けることにより、無理な作業内容
及び不適切な作業手順書の記載を発見することが容易になる。これにより、作業内容及び
作業手順書の適正化を図ることができる。本実施形態における上記以外の効果は、前述の
第１の実施形態と同様である。
【００８３】
　なお、本実施形態において、製品修理者ＭＲが入力装置７に不具合情報を入力する際の
入力項目として、「作業手順書の理解しやすさ」を設けてもよい。これにより、作業者の
作業手順書に対する意見を、直接的且つ容易に収集することができる。
【００８４】
　以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定され
るものではない。例えば、前述の各実施形態に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、
削除若しくは設計変更を行ったもの、又は、工程の追加、省略若しくは条件変更を行った
ものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含有される。
【００８５】
　また、前述の各実施形態は、相互に組み合わせて実施することができる。例えば、前述
の第１の実施形態のように、作業者Ｍが入力表示装置２に対して不具合情報の入力を行う
場合において、前述の第４の実施形態のように、入力表示装置２に作業手順書Ａを表示さ
せて入力を行ってもよい。この場合、不具合情報の解析結果も、作業手順書Ａと共に表示
される。また、逆に、前述の第４の実施形態のように、各工程に作業者及び製品修理者の
双方が配置される場合であっても、作業者及び製品修理者のそれぞれに入力表示装置２を
支給し、各人が不具合情報を入力できるようにしてもよい。この場合、製品を表す画像に
は、製品の撮像画像を用いてもよく、ＣＡＤデータ等に基づいて作成された概略図を用い
てもよく、作業手順書を用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る不具合情報の処理システムを例示するブロック図
である。
【図２】図１に示す入力表示装置を例示する斜視図である。
【図３】第１の実施形態に係る不具合情報の処理方法を例示するフローチャート図である
。
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【図４】図３に示す不具合情報の入力工程を詳細に例示するフローチャート図である。
【図５】入力表示装置において１つの部品を指定したときに表示される画像を例示する画
像図である。
【図６】入力表示装置において他の１つの部品を指定したときに表示される画像を例示す
る画像図である。
【図７】ある期間に発生した全ての不具合を種類別に分類した結果を例示する円グラフで
ある。
【図８】トレイＴを表す画像に、ネジの不具合が発生した工程を表すドットを重ね合わせ
た図である。
【図９】トレイＴを表す画像に、ネジの不具合が発生した工程を表すドットを重ね合わせ
た図であり、製造開始後３時間以内に発生したネジに関する不具合を示した図である。
【図１０】（ａ）は、作業者を熟練レベルでグループ分けしたときに、不具合を発見した
工程（発見工程）における各グループの比率を例示する円グラフであり、（ｂ）は、不具
合が発生した工程（責任工程）における各グループの比率を例示する円グラフである。
【図１１】（ａ）及び（ｂ）は、横軸に作業時間をとり、縦軸に不具合の発生件数をとっ
て、不具合の発生件数の推移を例示する棒グラフであり、（ａ）は昼間のシフトについて
示し、（ｂ）は夜間のシフトについて示す。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係る不具合情報の処理システムにおいて、入力表示
装置に表示される画像を例示する画像図である。
【図１３】本発明の第３の実施形態に係る不具合情報の処理システムにおいて、入力表示
装置に表示される画像を例示する画像図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態に係る不具合情報の処理システムを例示するブロック
図である。
【図１５】第４の実施形態において使用される作業手順書を例示する図である。
【図１６】作業手順書を表示して不具合情報を入力する際の入力装置を例示する正面図で
ある。
【図１７】作業手順書と共に不具合情報の解析結果を表示する表示装置を例示する正面図
である。
【符号の説明】
【００８７】
１、６　処理システム、２　入力表示装置、３　解析装置、４　演算手段、５　データベ
ース、７　入力装置、８　表示装置、１１　ディスプレイ、１２　タッチパネル、１３　
バーコードリーダー、１００、１１０　製造ライン、１０１ａ、１０１ｂ　工程、１０２
　搬送手段、Ａ　作業手順書、Ｄ　ドット、ＩＰ　画像、Ｌ１、Ｌ２　リスト、Ｍ　作業
者、ＭＲ　製品修理者、Ｐ　製品、Ｒ１～Ｒ７　領域、Ｔ　トレイ、Ｔｉｎ　凹部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】
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【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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